
 

阪急電鉄に対する業務監査の実施結果 

項  目 主 な 取 組 み 状 況 等 所         見 

１．運賃等に関する事項 

（１）関係法令、通達に基づく諸手続等 

 

 

 

 

 

（２）連絡運輸・乗継割引・企画乗車券等 

 ① 連絡運輸 

 

 

 

 

 

② 乗継割引 

 

 

 

 

 

③ 企画乗車券 

 

・阪急電鉄では、通学定期運賃の適用方法の

一部変更に伴う運賃変更認可申請、企画乗

車券の設定に伴う届出が行われている。 

 

 

 

 

・連絡運輸は、直通運転を行っている大阪市

交通局、能勢電鉄の他、主要な駅で接続す

る他社線について実施されており、連絡運

輸の範囲については旅客の利用実態等を勘

案して設定されている。 

 

・乗継割引について、阪急電鉄では山陽電気

鉄道（西代乗継等）、能勢電鉄（川西能勢口

乗継）、大阪市交通局（天神橋筋六丁目乗

継）、阪神電気鉄道（梅田、今津乗継）と実

施している。 

 

・企画乗車券については、京都、有馬・六甲

 

・関係法令、通達に基づき適正に処理されて

いる。 

 

・運賃表、関係規程の備え付けは現地監査を

行った駅において、適正に行われていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・引き続き今後も利用者利便の向上、需要の



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ ＩＣカードシステム 

 

 

 

 

 

 

（３）駅務機器類 

① 駅務機器の設置基準 

 

 

 

 

 

 

 

をはじめとする観光地の周遊に適したフリ

ーキップ等を設定する他、他事業者と協同

して大阪圏や関西圏のフリーキップを設定

している。 

 

・外国人旅客を対象とした乗車券について、

関西の鉄道事業者と共同で「ＫＡＮＳＡＩ

ＴＨＲＵ ＰＡＳＳ」や「大阪周遊パス」を

発売している。外国人観光客の利用が見込

まれる一部の企画乗車券についてはホーム

ページ上で外国語の案内を行っている。 

 

・ＩＣカード式乗車券については、平成１６

年８月からＩＣカードシステム「ＰｉＴａ

Ｐａ」を導入している。ＪＲ西日本のＩＣ

ＯＣＡと相互利用することができる。平成

２０年度の利用率は、定期が１２．８％、

定期外が２４．１％となっている。 

 

 

・自動券売機、自動改札機等の駅務機器類の

設置については最混雑時の利用人員や多客

シーズン時等の変動要素等を勘案し社内の

設置基準に基づいて台数が決定されてい

る。設置場所については、現地監査を行っ

た各駅において、車いす等に対応する幅広

の自動改札機の設置場所が有人改札や自動

券売機から遠い所がある。 

喚起に資する商品の提供が期待される。 

 

 

 

 

・今後とも外国人旅客の需要の喚起や利便性

向上への取り組みが期待される。 

 
 
 
 
 
・ＩＣカードシステムについては、利用者に

も利便性の高いサービスであること、シス

テム開発や駅務機器の設置などの多額の設

備投資を行っていることから、一層の普及

促進に向けた取り組みが期待される。 

 

 

 

・移動制約がある利用者、案内を必要として

いる利用者の利便に配慮した設置箇所の検

討が必要である。 

 

 

 

 

 



 

② 駅務機器類等故障時の対応 

 

 

 

 

 

 

 

（４）運賃の誤表示、誤収受 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・駅務機器類のトラブルが発生した場合、各

駅から駅務機器の保守会社に連絡して対応

することとしているが、影響が他の駅にも

およぶ場合については、緊急事態対策規程

による運転・営業関係事故速報経路により

各駅、社内関係各所に情報が伝達される体

制となっている。 

 

・阪急電鉄においては、最近の３カ年におい

て、釣り銭の誤装填に関するものが５件、

プログラムミスによるものが４件、機器の

故障によるものが１件、ＪＲ連絡通学定期

の誤発売が計９１件の誤収受が発生してい

る。 

 

・阪急電鉄ではいずれの誤収受等について、

駅へのポスターの掲示、過払いのあった利

用者に対しては申告に応じて返金する措置

を講じるとともに、それぞれ再発防止のた

めの対策を講じている。自動券売機等への

釣り銭の誤装填等については、平成１９年

の釣り銭の誤補充の発生を受け、釣り銭準

備金の補充内容を記入し確認を行うチェッ

クリストの作成、硬貨カセットに注意喚起

のテープに貼り付け、５０円硬貨、５００

円硬貨の補充禁止等の対策を行ったところ

であるが、平成２０年においても再発して

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・釣り銭の誤装填等については、基本的な取

扱いの重要性を認識し、今後とも継続的な

対策の徹底を図り、プログラムミスについ

ては、技術部門だけではなく、運賃制度の

注意点も考慮しながら、部門間の連携を密

にし、システムの検証を適切に行うことが

必要である。 

 

・運賃・料金の正確な収受は、運賃制度を適

正に運用するための基本的事項であるた

め、今後も運賃の誤収受等が発生しないよ

うに万全の対応がなされることが求められ

る。 

 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いることから、釣り銭カセットを装填する

際には必ず確認喚呼を行う取扱いとするほ

か、チェックリスト記入後の電話による監

督者への作業完了報告の実施、駅係員に対

する継続的な面談指導等を行っている。 

 

・プログラムミスによる誤収受については、

平成１９年のプログラムミスによる誤収受

を受けて、メーカーの検査内容の確認、社

内検査項目作成における複数人チェック、

機器改修による改修箇所以外への影響を検

査する項目の事前検討等を行っていたとこ

ろであるが、平成２１年６月において再発

したことから、改札機と精算機のシミュレ

ーターによる運賃計算結果の突き合わせ確

認のメーカーでの実施、連絡乗車券発売管

理表の作成による検査パターン等の検査漏

れの防止、日常運用時の利用データの検証

の検討等を行うこととした。 

 

・ＪＲ線との連絡通学定期券の誤発売につい

ては、定期券購入申込書に学生区分欄を追

加、旅客に定期券を渡す際に発券内容の確

認を行う、通学区分確認ボタンを押さない

と発券出来ないように定期券発行機の改良

等の措置を行っている。 

 

 



（５）その他 

① 偽造紙幣等の対応について 

 

 

 

 

 

② 無料乗車証の取扱いについて 

 

 

 

 

・阪急電鉄では偽造紙幣等が発見された場合、

「緊急事態対策規定防災体制要綱」に定め

ている運転・営業関係速報経路により社内

関係部署、警察署等に連絡する体制となっ

ている。 

 

・阪急電鉄では社員乗車証、家族乗車証、株

主優待乗車証等があり、多くが福利厚生の

一環として設けられている。 

 

２．情報提供に関する事項 

 

・阪急電鉄においては、ホームページにおい

て財務等に関する情報、運賃に関する情報、

安全・サービスに関する情報の提供を行っ

ているほか、広報誌「ＴＯＫＫ（毎月２回

発行）」の中の「阪急ニュース・リネア」の

コーナーにおいて情報提供を行っている。 

 

・ホームページにおいては、各駅の時刻表、

構内図、バリアフリー、駅サービス施設な

どの情報が地図や駅名などから容易に検索

できるようになっている。 

 

 

・ホームページや広報誌での情報提供の取り

組みについて、評価できる。 

 

・各種情報の提供については、引き続き利用

者利便の向上への取り組みが期待される。 

 

３．案内情報（旅客案内）に関する事項 

 

 

・「阪急電鉄駅設備サインマニュアル（以下「サ

インマニュアル」という。）」は、ピクトグ

ラムの一部や英文表記などを除き、「移動円

・ピクトグラムや英語表記については、ガイ

ドライン及びＪＩＳ化された「標準案内図

記号」に添い、サインマニュアルの見直し



 

 

 

 

 

滑化ガイドライン（以下、「ガイドライン」

という。）」に概ね準拠しており、ガイドラ

インとの相違点がある場合は基本的にはガ

イドラインに従って整備している。なお、

サインマニュアル及びガイドラインに基づ

き、現在のところ全８４駅中７４駅で整備

済みであり、未整備駅１０駅について、バ

リアフリー化等の工事に併せて順次整備し

ていく計画とのことである。 

 

・エレベーターの案内表示は、設置されてい

る５４駅全てに誘導・位置サインが整備済

み。エスカレーターの案内表示は、設置さ

れている３７駅中誘導サイン２４駅、位置

サイン３１駅、多機能トイレの案内表示に

ついては、設置されている３５駅中誘導サ

イン２２駅、位置サイン３５駅、切符売り

場の案内表示は、全８４駅中誘導サイン４

駅、位置サイン３２駅がそれぞれ整備され

ている。 

 

・平成２０年１０月３日に京都地方法務局か

ら、特急と準急の区別が赤と緑の色のみで

行われており、色覚障害のある人にとって

判読が困難であるとの指摘に対して、平成

２１年３月のダイヤ改正により神戸線にお

いて対応済みであるほか、京都線について

は、平成２２年春の「摂津市駅」の開業に

を行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・整備されていない駅は、ほとんどが旅客の

動線上の見えやすい位置に施設を設置して

いるため、サインの表示を必要としていな

いとのことであるが、例えば梅田駅のよう

な方面別に多層の出入口がある大規模な駅

において、利用者にとって駅の導線が分か

りづらい箇所が多数見受けられた。今後、

利用者にとって、より使いやすい駅を目指

した取り組みが期待される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



併せて対応予定。 

 

・行政・関係事業者との連携体制については、

梅田地区において、「梅田地区ターミナルサ

イン整備連絡会」、三宮地区において「三宮

地区案内サイン協議会」などに参画し、調

整を図っている。 

 

 

 

・今後とも関係者間の連携体制の維持を図り

ながら、更なる利用者利便向上への取り組

みが期待される。 

４．バリアフリー対策に関する事項 

（１）バリアフリー設備の整備状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・阪急電鉄では、上記基本方針の主旨を踏ま

え、原則として平成２２年度までに１日当

たりの平均利用者数が５千人以上の駅（８

２駅／全駅８４駅中）について、エレベー

ター等による段差解消を進めることとして

いる。 

 

・阪急電鉄における１日当たりの平均利用者

数が５千人以上の駅８２駅中、バリアフリ

ー法による移動円滑化基準に適合した段差

解消が図られている駅は、平成１９年度末

現在で６０駅（整備率７３％）となってい

る。残る２２駅のうち、平成２２年度まで

に整備する予定は１６駅、駅の高架化に併

せて整備する駅は１駅となっており、現時

点で用地または構造上の理由により整備困

難であるとして計画が策定されていない駅

は５駅となっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・全鉄軌道事業者の平均値（６７％）と比べ

て６％程度上回っており、着実に整備に取

り組まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・車いす使用者対応型トイレについては、１

日当たり利用者数が５千人以上の８２駅の

うち、７８駅（９５％）に設置されている。

そのうちバリアフリー法による移動円滑化

基準に適合しているトイレが設置されてい

る駅は、平成１９年度末現在で３１駅（整

備率３８％）であり、平成２０年度に４駅

が整備され、残り４７駅中、平成２１年度

に１２駅、平成２２年度６駅が整備される

予定であり、その他駅の高架化に併せて整

備する駅が２駅となっており、現時点で計

画が策定されていない駅が２７駅となって

いる。 

 

・現地監査において、車いすでの利用を考慮

した券売機の足下のけり込みがない駅や改

札口等の音響案内のない駅が見受けられ

た。 

 

 

 

 

 

 

 

・鉄道車両のバリアフリー化については、平

成１９年度末現在で、総車両数１，３０３

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・バリアフリー化にあたっては、移動円滑化

基準のみならずガイドラインなどを参考と

して、全ての人が安心して利用しやすい駅

とするよう取り組まれることが期待され

る。 

 

・移動円滑化基準適合に向け、バリアフリー

法における鉄道事業者の責務を踏まえ、地

元自治体の協力を得つつ、着実なバリアフ

リー化を推進することが求められる。 

 

・全鉄軌道事業者の平均値（２６％）を下回

っており、目標達成に向けて引き続き取り



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ハンドル形電動車いすの対応 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）ソフト面での対応 

 

 

 

 

 

 

 

両（１９０編成）中の２１４両（２７編成）

が移動円滑化基準に適合しており、整備率

は、１６％となっている。 

 

・阪急電鉄においては、現在のところ可動式

ホーム柵の設置の予定はないとの事である

が、現在、プラットホームの構造の調査や

先進事例の研究等を行っており、今後、導

入する場合の課題、コスト等について順次

検討を進めていくこととしている。 

 

・ハンドル形電動車いすについては、一部条

件付きの駅を含め８４駅中５４駅で利用可

能となっており、利用に当たっては最寄り

のサービスセンターへ事前に申込みを行う

こととしている。阪急電鉄のホームページ

において、利用可能駅については交通エコ

ロジー・モビリティ財団の「らくらくおで

かけネット」にリンクが張られている。 

 

・阪急電鉄では、移動制約者対応への教育と

して、平成１６年度よりサービス介助士の

資格を取得させており、平成２１年４月現

在の資格取得者は１１２名とのことであ

る。この資格取得にあたっては費用の約半

分と資格の更新費用については会社が負担

している。 

 

組まれることが求められる。 

 

 

 

・可動式ホーム柵の設置については、引き続

き取り組みの検討が期待される。 

 

 

 

 

 

・自社のホームページにおいては、利用可能

駅などの情報提供がされておらず、かつ、

通常の車いすも含め、利用方法等の説明が

十分でないため、今後、ハンドル形電動車

いすの利用可能駅や車いすの利用方法の情

報提供の充実を図ることが求められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

・社員の教育に用いるマニュアルの整備につ

いては、テキスト「車椅子介助の方法」な

どを整備している。また、新入社員教育の

中では、移動制約者から寄せられた意見を

事例研究として取り上げ、ロールプレイ方

式により教育を行っているほか、講師を招

いて話を聞く機会を設けるなど、障害者に

対する理解促進に努めている。さらに、各

管区が実施する講習会などにおいても、車

いすの取扱いなどの教育訓練を実施してい

るほか、加齢による身体機能の低下などを

疑似体験させる「インスタントシニア教育」

を取り入れるなど、高齢者や高齢化社会に

対する理解度を深めるための取り組みを行

っている。 

 

・心のバリアフリーの意識の啓発については、

駅構内放送において、優先座席や視覚障害

者等への配慮などの協力を呼びかけている

ほか、車内案内放送において、座席のゆず

り合いなどの呼びかけや車内及び駅構内に

おける「座席のゆずり合い」のポスターを

掲出している。また、平成１７年９月に近

畿運輸局主催の「バリアフリーボランティ

アモデル事業」に協力し、石橋駅において

実施した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・阪急電鉄では、ハード整備のみならず、こ

れらソフト整備や乗客に対する意識啓発な

ど、これまで積極的な取り組みが図られて

おり評価できる。 

 

・引き続きこれらバリアフリー化に関するソ

フト面の取り組みを推進することが期待さ

れる。 

 



５．外国人観光旅客等への対応に関する事項 

 

 

 

 

・駅の案内表示については、英語併記を標準

としていたが、現在は、サインマニュアル

に従い、駅出口、改札口、切符売り場、ト

イレ、エレベーター等の誘導サイン、位置

サインについては４カ国語表記（日本語、

英語、中国語、韓国語）を進めているとこ

ろであり、８４駅中３９駅で４カ国語表記

となっている。 

 
・駅の運賃表については、阪急電鉄自社内の

運賃表には駅名に英語表記がなされている

が、自動券売機は英語等の表記がなされて

いないため、外国人観光旅客等の利用が困

難な場合がある。 

 

・車両内における外国人観光旅客等への対応

については、ピクトグラムや英語表記など

により案内をしているほか、路線図につい

ても英語を併記している。また、車内放送

については、外国語放送を実施していない

が、車両の更新時にＬＥＤまたはＬＣＤ表

示器を導入し、英語による案内表示を導入

しているところである。 

 

・外国人観光旅客等への情報提供として、駅

において「阪急沿線ガイド」を配布してい

る。この「阪急沿線ガイド」については、

３カ国語表記（英語、韓国語、中国語（簡

・駅周辺の案内表示に当たり、例えば「阪急

三番街」を「Hankyu 3 Bangai」とローマ字

表記に置き換えただけの表記があるが、後

ろに「Shopping center（略語 SC）」を入れ

るなど、施設の種別を英語表記するなどの

検討が望まれる。 

 

 
 

・外国人観光旅客等の利便性向上に資するよ

う英語表記を追加する等の検討が求められ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・外国人観光旅客への情報提供として、駅に

沿線ガイド等を配置するなど、きめ細かい

対応がなされており評価できる。 

 



体字））により、路線マップ、主要駅周辺情

報及び切符の購入方法等の紹介がなされて

いる。さらに、外国人観光旅客等が多く利

用される京都・大阪・神戸などの主要駅に

おいて、周辺の観光地などを紹介したイラ

ストマップを英語や韓国語などで作成し配

布している。 

 

・社員教育については、外国人観光旅客対応

に関するマニュアルは特に作成されておら

ず、教習所および人材育成センターにおい

て使用している接遇に関する教科書におい

て、外国人観光旅客等への対応や応対用語

を記載しているところである。 

 

・ホームページにおける外国人観光旅客等を

対象とする企画乗車券については、日本語

のコンテンツと同様に案内するなどの対応

が望まれる。 

 

 

 

 

・ ホスピタリティの観点からハード整備の

みならず、駅係員の対応マニュアルの整備

や社員教育の充実に取り組まれることが

望まれる。 

 

・ 引き続き、外国人観光旅客等のさらなる利

便性の向上等のため、外国人観光旅客等の

利用状況や地域特性などを踏まえた取り

組みを推進することが期待される。 

 

６．乗継円滑化措置に関する事項 

（１）相互直通運転の実施状況等 

 

 

 

 

 

 

 

 

・京都線及び千里線において大阪市交通局堺

筋線と、神戸高速線において山陽電気鉄道

と相互直通運転を実施している。能勢電鉄

妙見線及び日生線へは、阪急電鉄の車両の

みが乗り入れる片乗入れを実施している。 

 

・十三駅において神戸線（梅田方面）と宝塚

線（宝塚方面）及び宝塚線（梅田方面）と

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）ダイヤ調整 

 

 

 

 

 

京都線（河原町方面）、塚口駅において神

戸線（梅田方面）と伊丹線、夙川駅におい

て神戸線（梅田方面）と甲陽線、宝塚駅に

おいて今津線と宝塚線（昼間時間帯のみ）、

石橋駅において宝塚線（梅田方面）と箕面

線、淡路駅において京都線と千里線がそれ

ぞれ同一ホーム上での乗り継ぎを実施して

いる。 

 

・ダイヤ改正にあたり、直通運転を行ってい

る能勢電鉄及び大阪市交通局、高速神戸駅

を共同利用している阪神電気鉄道、山陽電

気鉄道の他、神戸電鉄とダイヤの調整を行

っている。 

・自社線内の異なる路線間における終電車の

遅延による接続調整については、ノーラッ

チで接続している能勢電鉄等との間におい

て行っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・終電車の遅延における接続調整については、 

利用者の意見等も参考に、その他の駅での

接続等も検討することが求められる。 

 

７．輸送障害時等の旅客対応に関する事項 

（１）輸送障害の発生状況 

 

 

 

 

（２）輸送障害等発生時の体制等 

 

 

・平成２０年度の輸送障害は、人身事故・人

身障害によるものが７件、踏切障害等によ

るものが４件、列車脱線（甲陽線）が１件

の計１２件発生している。 

 

・輸送障害発生時の対応等については、「緊急

事態対策規程」及び「防災体制要綱」等に

 

 

 

 

 

 

・駅間での列車停止などの異常時対応につい

て、避難誘導等の体制や停車時間の基準等



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）利用者等への情報提供等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基づき対応することとしている。 

 

・輸送障害発生時は、運転指令から各駅設置

の情報端末に事故情報を配信するととも

に、管区長所在駅へ社内電話や一斉放送を

通じて事故情報を流している。事故情報を

受けた管区長所在駅は、管区各駅へ事故情

報を流し、それを受けて各駅は利用者への

情報提供を行うこととしている。 

 

 

・輸送障害時には、運転指令から各駅設置の

情報端末に事故情報が配信され、各駅にお

いて、構内放送や告知板等で運行状況等の

情報提供を実施している。一部の駅では、

ＬＥＤ行先表示器及びＬＥＤ列車接近警告

表示器における情報提供も実施している。 

 

・列車内においては、車内放送で情報提供を

行っているが、ＬＥＤ等の画面表示を活用

した情報提供は行われていない。 

  

・今後、利用者への迅速な対応とタイムリー

な運行情報の提供が行えるよう、映像等を

活用した利用者への情報提供について検討

を行っている。 

 

を定めたマニュアルの整備等をしていない

ため、今後、マニュアルを整備するなど、

迅速な対応が出来る体制を整えることが求

められる。 

 

 

 

 

 

 

 

・他社線で発生した輸送障害の情報提供につ

いては、基本的に相互直通運転を行ってい

る一部の路線のみ情報提供を行っている

が、その他他社線へ乗り換える利用者も多

いことから、連絡運輸を行っている他社線

等、より広範囲の情報提供を行うことが望

まれる。 

 

 

 

 

・今後も列車内や駅におけるＬＥＤ等の画面

表示を活用した情報提供に積極的に取り組

むことが期待される。 

 

 

 



（４）振替輸送等 

 

 

 

  

 

（５）遅延証明 

 

 

 

 

（６）輸送障害等発生時を想定した訓練 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・振替輸送については、輸送障害が発生し、

運行不能もしくは輸送力の大幅な低下が見

込まれる場合に運輸課長の判断で行うこと

としており、併せて列車内や駅での案内放

送等により情報提供を行っている。 

 

・列車遅延による遅延証明書については、５

分以上の遅延発生時に駅係員より改札付近

での手渡しにて発行している。ホームペー

ジによる遅延証明の発行は行っていない。 

 

・輸送障害が発生した際の対応については、

運輸部門、技術部門、広報部門及び業務委

託を行っている㈱阪急レールウェイサービ

スによる合同訓練を年１回実施し、関係部

署への情報伝達や利用者の救護、避難誘導

などの訓練を行っている。 

 

・各路線や管区単位では、関係鉄道事業者や

警察・消防等との合同訓練を実施し、異常

時における迅速かつ的確な対応ができるよ

うに努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

・利用者利便の観点からも、ホームページに

よる発行について検討が求められる。 

 

 

 

・今後とも輸送障害発生時に安全で迅速かつ 

的確な対応が行えるよう、引き続き年間を

通して、計画的に教育・訓練を実施するこ

とが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．災害時等の旅客対応に関する事項 ・災害等への対応については、「緊急事態対策

規程」及び「防災体制要綱」等に基づき災

害発生時の対応を行っている。 

 

・今後とも災害発生時等に安全で迅速かつ的 

確な対応が行えるよう、引き続き年間を通

して、計画的に教育・訓練を実施すること

が望まれる。 



・訓練については、７．（６）のとおり、計画

的に教育・訓練が行われている。 

  

 

９．利用者からの意見等に関する事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・利用者等からの意見は、電話・ＦＡＸや手

紙のほか、ホームページにより受け付けを

行っている。また、阪急沿線情報誌「ＴＯ

ＫＫ」に、ご意見等の窓口を明記している。

 

・平成２０年度の利用者からの意見等は総件

数１，０２１件となっている。前年度と比

較すると３７３件の減少であるが、これは、

平成１８年度に京都線のダイヤ改正があっ

たことや、平成１９年度に優先座席の導入

等を行ったことなどによるものと考えられ

る。 

 

・意見・要望の内容としては、①執務（駅係

員の対応等）に関すること、②運転・ダイ

ヤに関すること、③利用者のマナーに関す

ること、の３つが上位となっている。 

 

・これら利用者からの意見等については、現

場係員等への周知を行うとともに、データ

ベースシステムにより全社的に定期的な集

計・分析を行っている。 

また、意見等は担当役員等へ文書で回覧

し、さらに定量的な結果や特筆すべき内容

 



 

 

 

の意見については、社長等役員にも報告し、

社内の情報共有やお客様対応の改善を図っ

ている。 

 

１０．駅員の接遇等に関する事項 

（１）移動制約者対応への教育 

 

 

（２）駅職員の研修等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）業務委託 

 

 

 

 

・移動制約者対応への教育については、４．

（４）のとおり積極的に取り組まれている。

 

・接遇教育については、入社時や各職制登用

時等に社内の教習所及び人材育成センター

にて実施している。教育内容は、挨拶・言

葉遣い等の基本的なものから、移動制約者

対応等幅広く行っている。 

 

・駅係員については、各管区においても接遇

教育や勉強会等を行っており、利用者から

接遇に対する意見等があった駅員に対する

個人教育等も行っている。 

  

・接遇コンテストの実施や社内表彰制度を設

けるなどサービス向上のための取り組みを

行っている。 

 

・全８４駅の駅業務を阪急電鉄の１００％出

資子会社である㈱阪急レールウェイサービ

スに業務委託している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後も、引き続き、駅係員の一層の資質の

向上を図るため、接遇等の教育に関する取

り組みを推進することが望まれる。 

 

・引き続き、旅客の安全や利便性の確保に留

意し、これらの水準を低下させないことが

望まれる。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

（４）暴力行為への対応、迷惑行為等への対

応 

 

 

 

 

 

 

・㈱阪急レールウェイサービスの職員に対す

る研修は、阪急電鉄の職員と一体的に実施

している。 

 
・平成２１年１０月に㈱阪急レールウェイサ

ービス在籍の駅員等を阪急電鉄の直接雇用

に切り替える予定となっている。 

 

・平成２０年度に駅員等が乗客等から受けた

暴力は１６件であり、前年度の２倍以上の

増加となっている。各管区毎に講習会等で

の迷惑行為等への対応に関する教育を行う

ほか、駅の非常通報装置の設置を進めるな

ど対応強化を図っている。 

 

・㈱阪急レールウェイサービスの職員に対す

る研修は、今後も適切な教育を行っていく

ことが期待される。 

 

 

 

 

 

・今後とも、警察との連携強化を図るととも

に、暴力等迷惑行為の防止等の啓蒙活動に

努めることが望まれる。 

 

 

 

 

１１．その他のサービスに関する事項 

（１）携帯電話及び優先席の取扱い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・携帯電話の車内での取扱いについては、「携

帯電話電源オフ車両」を導入し、現在、各

編成の神戸・宝塚・京都寄りの１車両に設

定しているほか、その他の車両においても

通話を不可としている。 

 

・阪急電鉄では、平成１１年に「全席優先座

席」としていたが、わかりづらいとの意見

などから、平成１９年１０月より、再度「優

先座席」を各車両の一部座席に設定してい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）健康増進法施行への対応（受動喫煙防

止対策等） 

 

 

 

 

 

（３）ベビーカーの対応 

 

 

 

 

 

 

 

（４）女性専用車両の導入 

 

 

る。 

 

・「携帯電話電源オフ車両」や「優先座席」な

どの案内・周知等については、車内放送、

ステッカーなどの貼付、ホームページ、ポ

スターなどの掲出をしている。また、年４

回実施している「マナーアップキャンペー

ン」の実施などの啓蒙活動に取り組んでい

る。 

 

・一部の駅においては、喫煙室を設けた完全

分煙が図られ、さらに他の駅においても完

全分煙に向けた喫煙室の設置を進めている

が、ほとんどの駅においては、ホーム上に

喫煙コーナーを設けており、全面禁煙や完

全分煙となっていない。 

 

・乳幼児を乗せたベビーカーの取り扱いにつ

いては、他の乗客の迷惑とならないよう、

また、自己責任において利用されるよう周

知を図っているところである。また、平成

１９年度において、鉄道会社共同で「ベビ

ーカーご利用マナーポスター」を掲出し、

乗車マナーについて周知を図っている。 

 

・女性専用車両については、京都線の特急・

通勤特急の平日ダイヤにおいて終日導入さ

れており、案内については、車内放送や車

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・今後は、健康増進法の趣旨に鑑み、全面禁

煙に向けた取り組みが期待される。 

 

 

 

 

 

・ベビーカーの利用については、引き続き案

内・周知等に取り組まれることが望まれる。 

 

 

 

 

 

 

・女性専用車両導入に係る利用者への周知・

啓蒙について十分な対応が取られている。

引き続き利用者への理解・協力の啓蒙に取



 

 

 

 

 

 

両にステッカーを貼付しているほか、ホー

ムに乗車位置を表示するとともに、階段壁

面、ホーム屋根の下に案内看板を設置して

いる。さらに、駅の行先案内表示器、自動

案内放送装置による案内やホームページで

の案内を実施している。 

 

り組まれることが望まれる。 


